
 

 

               

 

 

善法複合施設整備事業に伴う善法青少年センターの 

一部解体に係る代替策について 

 

 

善法複合施設整備事業に伴う善法青少年センター敷地内の体育館等一部施設の解体

を今年度予定しており、一部施設の代替策について以下のとおり報告いたします。 

 

 

１．一部解体について 

（１）解体施設 

    善法青少年センター体育館及び新館棟 

 

（２）解体工事の期間 

 令和８年１月から令和８年３月末まで（予定） 

 

 

２．体育館及び新館棟の代替策について 

  解体工事期間については、児童生徒の安全を確保した上で、善法青少年センタ

ー本館での活動を行うとともに、新施設の整備が完了するまでの間（合築施設は

令和１１年３月予定、体育館は令和１３年１２月予定）、以下の対応を予定してい

ます。 

（１）体育館について 

   ・菟道小学校の体育館を代替施設として利用（放課後等の時間帯） 

・その他活動場所として近隣の公園等での活動を予定 

 

（２）新館棟について 

   ・善法青少年センター本館で日常的な創作活動・簡易な調理学習等を実施 

   ・その他活動場所として生涯学習センター等の利用を予定 

 

※本館棟については、合築施設完成後に解体するため、代替策はありません。 

 

 

３．一部解体工事のスケジュール（予定） 

令和７年 ９月   一部解体にかかる経費について補正予算案を計上 

     （９月定例会） 

１２月 契約締結 

令和８年 １月 解体工事着手 

３月 解体工事完了  

令 和 ７ 年 ９ 月 ３ 日 

文教・福祉常任委員会資料 

教育部善法青少年センター 



 

４．全体スケジュール（予定） 

 

 

 

 2024年度 

（R6年度） 

2025年度 

（R7年度） 

2026年度 

（R8年度） 

2027年度 

（R9年度） 

2028年度 

（R10年度） 

2029年度 

（R11年度） 

2030年度 

（R12年度） 

2031年度 

（R13年度） 

2032年度 

（R14年度） 

基本設計 
実施設計 

                                    

解体工事                                     

造成工事                                     

建築工事                                     

センター体育館・新館解体 センター・保育所解体 

市営住宅建設 

1 期西側造成等 ２期東側造成 

合築施設建設 体育館建設 

基本設計 実施設計 


